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平成 25年度第 3回 西成 区地域包括支援センター運営協議会議事報告書 

 
  西成 区 保健福祉 課 

 
開催日時 平成 26年 2月 20日（木）午後 2時から 3時 30分 
開催場所 西成区役所 4階 4－7会議室 
出 席 者（参加者）委員 9名 
         オブザーバー1名 
         事務局 5名 
         説明者（包括・ブランチ）9名     合計 24名 

※ 別添名簿参照 
議事内容（実施内容） 
・ 地域ケア会議のまとめについて 

 
・ 高齢者向け賃貸住宅「ロイヤル花園」における高齢者虐待対応報告について 

 
  ・あいりん地域における地域包括支援センターについて 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 

別 紙 



 

西成区地域包括支援センター運営協議会での主な意見・要望 
    開催年月日：平成 26年 2月 20日（木）     

項  目 主な意見・要望等 

地域ケア会議のま

とめについて 

地域包括が開催してきた「個別ケース検討のための地域ケア会議」によ

り見えてきた高齢者の課題をまとめて分析・検討する「地域課題検討のた

めの地域ケア会議」を 26年度開催予定しているので、参加要請があれば
協力をお願いしたい旨事務局から提案した。 

医療と介護の連携

について 

診療報酬制度改正や介護保険法改正により医療機関入院患者の退院を

促進させ、在宅生活に重点を置く動きがある。医療機関の立場から、医療

機関相談室と地域包括との連絡会があれば高齢者支援を継続的に行うこ

とができるのではないか。 

高齢者向け賃貸住

宅における高齢者

虐待対応について 

この事案は誰による虐待なのか、貧困ビジネスなのかはっきりしないま

ま養介護施設従事者等による虐待対応にならないため、養護者による高齢

者虐待対応をしてきたが、従来から実施している区と地域包括が 1件ずつ
対応やり方では対応しきれないのではないか。 
高齢者向け賃貸住宅が市内には多く存在しており西成区だけの問題で

はない。この問題を解決するには新たな体制を整備して建物全体を把握す

ることが必要ではないか。 

あいりん地域にお

ける地域包括支援

センターについて 

あいりん地域は、男性単身者や生活保護受給者が多いだけでなく精神疾

患に罹患しているケースも多く犯罪が多く発生する地域であり、他の地域

と違う印象を持ちながら活動している。 
ここで地域包括を増設するとなると、現在地域包括支援センターが実施

している包括的支援事業だけでは対応しきれず、生活保護担当や介護保険

担当、医療対策担当といった各関係部署と迅速に連携して対応する動きが

必要ではないか。今年度中にでも一定の方向性が決まることを期待してい

る。 
 

※あいりん地域を担当する地域包括支援センターのあり方については、地域特性

や地域事情を考慮して区や関係機関等と連絡・調整を行っていただくよう、大阪

市地域包括支援センター運営協議会に事務局より報告することとなる。 

 

※主な意見・要望欄は、簡潔にまとめ記載してください。 

様式２ 



西成区あいりん地域を担当する地域包括支援センターについて（案） 

 
１．あいりん地域の現状 

 （１）担当する地域包括支援センター 

・西成区地域包括支援センター [圏域内高齢者人口推計：17,076人（26年度推計）] 

西成区社会福祉協議会・・・人員基準8.5人（26年度予定） 

・あいりんブランチ  ※西成区の要望に基づき設置した経過あり（プラス１のブランチ） 

社会福祉法人 石井記念愛染園・・・人員基準1.0人 

 （２）高齢者課題 

・経済的問題（生活保護）を抱える地方出身の男性単身高齢者が多い 

・借家住まいが多く身寄りがない者が多い 

・多岐にわたる生活問題、健康課題を抱えている 

（生活習慣病・アルコール依存症・精神疾患、結核、薬物依存症など） 

・第三者による権利侵害、貧困ビジネス等の問題 

     ⇒包括的支援事業・生活保護・精神疾患（アルコール）・事業者指導等総合的に支援する 

必要あり 

 

２．今までの経過 

平成21年度 

区内地域包括支援センター増設時より、あいりん地域を担当する地域包括支援センターのあ

り方について、局・区役所・区社協・地域の関係機関で協議 

平成24年度 

西成区地域包括支援センター圏域の再公募時に、市運営協議会において特区構想等とも連動

させ、公募区長や関係機関、団体と協議することとした。 

平成25年度 

あいりんの高齢者課題は、西成区独自の課題でなく大阪市としての課題でもあることを確認 

 

３．26年度からの検討 

・西成区地域包括支援センター運営協議会からの報告・要望があった。…別紙のとおり 

・平成 27年度に西成区内３か所の地域包括支援センターの公募が迫っていることから、あいり

ん地域を担当する地域包括支援センターのあり方について検討を行い、平成 26年度中に方向

性を定め、平成27年度実施に向け、取り組む必要がある。 

 

主な検討事項 

① 設置の必要性について 

② 設置時期について 

③ 圏域について 

    ・圏域の設定について 

 ・名称について 

④ あいりんブランチについて 

⑤ 運営について 

・運営形態について（直営・民間委託） 

  ・設置場所について 

  ・職員体制について 

⑥ 関連機関との調整 


